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２－14－２ 区画線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75 

第15節 その他 

２－15－１ エポキシ系樹脂接着剤 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75 

２－15－２ 合成樹脂製品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75 

 

※以下第１編第３章より第２編第２３章まで、熊本県農業土木工事共通仕様書（令和６

年（２０２４年）４月）を準用するものとする。 

 

第３章 施工共通事項 

第２編 工事別編 
第１章 ほ場整備工事 

第２章 農用地造成工事 

第３章 舗装工事・道路改良工事 
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第４章 水路トンネル工事 

第５章 水路工事 

第６章 河川及び排水路工事 

第７章 管水路工事 

第８章 畑かん施設工事 

第９章 トンネル（ＮＡＴＭ） 

第10章 フィルダム工事 

第11章 コンクリートダム工事 

第12章 ＰＣ橋工事 

第13章 橋梁下部工事 

第14章 頭首工工事 

第15章 機場下部工事 

第16章 地すべり防止工事 

第17章 ＰＣタンク工事 

第18章 ため池改修工事 

第19章 植栽工 

第20章 推進工事 

第21章 ボーリング工 

第22章 農業集落排水管路工事 

第23章 農業集落排水処理場工事 

 
 

＜準用における表記読み替えについて＞ 

１ 共通仕様書第１編第３章３-２-２ １．（１）における、「第1編11-5施工計画書」と

あるのは「第1編1-1-7施工計画書」と読み替えるものとする。 

２ 共通仕様書第１編第３章３-３-８ １．における、「第1編1-1-22建設副産物」とある

のは「第１編1-1-23建設副産物」と読み替えるものとする。 

３ 共通仕様書第１編第３章３-８-２ ５．における、「第1編1-１-38環境対策」とある

のは「第１編1-1-37環境対策」と読み替えるものとする。 

４ 共通仕様書第１編第３章３-19-１における、「第1編1-１- 22建設副産物」とあるのは

「第１編1-1-23建設副産物」と読み替えるものとする。 

５ 共通仕様書第１編第３章３-19-５ ２．における、「第1編1-１- 22建設副産物」とあ

るのは「第１編1-1- 23建設副産物」と読み替えるものとする。 

６ 共通仕様書第１編第３章３-20-１ ４．における、「第1編1-1-5施工計画書」とある

のは「第1編1-1-7施工計画書」と読み替えるものとする。 
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７ 共通仕様書第２編第２章２-８-１ ５．における、「第1編1-1- 22建設副産物」とある

のは「第1編1-1-23建設副産物」と読み替えるものとする。 

８ 共通仕様書第２編第６章６-４-１ ２．における、「第1編1-1- 22建設副産物」とあ

るのは「第1編1-1- 23建設副産物」と読み替えるものとする。 

９ 共通仕様書第２編第９章９-６-４ ５.における、「第1編1-1-30施工管理」とあるのは

「第1編1-1-29施工管理」と読み替えるものとする。 

10 共通仕様書第２編第10章10-５-１における、「第1編1-1- 22建設副産物」とあるのは「第

1編1-1- 23建設副産物」と読み替えるものとする。 

11 共通仕様書第２編第10章10-13-５における、「第1編1-1-22建設副産物及び第1編1-1-23

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置」とあるのは「第1編1-1-23建設

副産物」と読み替えるものとする。 

12 共通仕様書第２編第11章11-８-５における、「第1編1-1-22建設副産物及び第1編1-1-23

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置」とあるのは「第1編1-1-23建設

副産物」と読み替えるものとする。 

13 共通仕様書第２編第12章12-３-１ ２．における、「第1編1-1-5施工計画書」とある

のは「第1編1-1-7施工計画書」と読み替えるものとする。 

14 共通仕様書第２編第12章12-３-７ ２．における、「第1編1-1-5施工計画書」とある

のは「第1編1-1-7施工計画書」と読み替えるものとする。 

15 共通仕様書第２編第12章12-３-12 ６．における、「熊本県土木部の「土木工事共通

仕様書」」とあるのは「土木工事共通仕様書（令和６年１０月 熊本市）」と読み替え

るものとする。 

16 共通仕様書第２編第12章12-５-７ 図12-5-1 橋暦板の記載例中の「熊本県農林水産部」

とあるのは「熊本市」と読みかえる。 

17 共通仕様書第２編第12章12－６－３ ７.（２）における、「第1編2-4-11アスファル

ト舗装用骨材等」とあるのは「第2編2-5-3アスファルト舗装用骨材」と読み替えるもの

とする。 

18 共通仕様書第２編第20章20-４-３ ９.における、「第1編1-1-22建設副産物」とある

のは「第1編1-1-23建設副産物」と読み替えるものとする。 

19 共通仕様書第２編第20章20-５-３における、「第1編1-1-22建設副産物」とあるのは「第

1編1-1-23建設副産物」と読み替えるものとする。 

20 共通仕様書第２編第21章21-２-２ ９.における、「第1編1-1-22建設副産物」とある

のは「第1編1-1-23建設副産物」と読み替えるものとする。 

21 共通仕様書第２編第22章22-７-８における、「第1編1-1-22建設副産物及び第1編1-1-23

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置」とあるのは「第1編1-1-23建設

副産物」と読み替えるものとする。 
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